
第 3 回安来市医療提供体制検討委員会次第 

 

日時：令和 7 年 2 月 7 日（金）15 時 00 分から 
場所：安来市役所安来庁舎４階　議会大会議室　　　　　　　 

１．委員長あいさつ 

 

２．議　事 

（１）社会医療法人昌林会、安来第一病院の方針説明 
（資料 1-①～1-⑤、追加資料①、追加資料②） 

 

（２）安来市、安来市立病院の方針説明（資料２） 

 

（３）両病院の方針に対する栗谷委員長講評（講評資料） 

 

（４）安来市の医療提供体制についてのまとめ 



所　　　属 役職 氏　　名

総務省経営・財務マネジメント強化事業アドバイザー
　（地独）山形県・酒田市病院機構　医療連携顧問
　地域医療連携推進法人日本海ヘルスケアネット　代表理事

委員長 栗谷　義樹

一般社団法人安来市医師会　会長 副委員長 杉原　整

松江市・島根県共同設置松江保健所　所長 委員 竹内　俊介

社会医療法人昌林会　理事長 委員 杉原　建

社会医療法人昌林会　安来第一病院　院長 委員 杉原　勉

安来市立病院　事業管理者 委員 山崎　泉美

安来市立病院　院長 委員 水田　正能

安来市副市長 委員 大久佐　明夫

島根県健康福祉部医療政策課　調整監 オブザーバー 田中　和之

鳥取大学医学部附属病院　高度救命救急センター　教授 オブザーバー 上田　敬博

総務省経営・財務マネジメント強化事業アドバイザー
　東日本税理士法人　税理士

オブザーバー 夏苅　千晶
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は じ め に 

 

 「安来市の医療提供体制の将来像」について、安来第一病院として考える方針を提

案させて頂きます。 

 この将来像については、現在、国において議論されている「新たな地域医療構想等

に関する検討会」の内容を踏まえつつ、今後の安来市の医療需要、医療従事者の確

保、安来市の置かれている状況、安来市立病院と安来第一病院の２病院の機能分化と

連携等を検討した結果、適切な医療提供体制を将来にわたって持続可能にするための

内容としています。 

 実現に向けては「安来市の地域医療を守る」という強い信念のもと、安来市、安来

市立病院、安来第一病院（社会医療法人昌林会）の三者が協力し、一体となって推進

する必要があると考えています。 

 なお、今回お示しする方針について、決して当院として固執するものではなく、三

者間をはじめとした関係機関との協議の上、更に良い方法があれば柔軟に対応するこ

とも可能と考えています。 

 つきましては、お示しする安来第一病院の方針について、何卒、ご理解とご協力を

賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

  ２０２５年  ２月  ７日 

 

                        社会医療法人昌林会 

                         理事長 杉 原  建 
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 課題解決のための提案 

１．基本的な考え方について  

（１）再編・統合について 

 安来市には安来市立病院と安来第一病院があり、診療所の皆様や介護保険事業所

の皆様と協力・連携しながら、安来市の地域医療を支えてきております。 

 現在、全国の病院の多くが、人口減少、少子高齢化、新興感染症等による医療需

要（患者数）の減少と、物価高騰、国の低医療費政策等の影響により急激に経営が

悪化しております。安来市の２病院も、必死に経営努力を続けていますが、ともに

厳しい経営状態を強いられています。 

 現在、２病院の経営が悪化している一番の要因は、人口減少が進む中で医療機能

の棲み分けが出来なくなったことにあります。このことは、松江市・米子市という

中核都市に挟まれ、高度急性期・急性期は、医療資源が豊富にある両市に頼らざる

を得ず、人口面からも手術などの症例数が少なく、外科系の医師等の確保が困難な

安来市では、必然的に限られた医療機能になってしまうのは当然です。それでも、

今までは何とか２病院がそれぞれの得意分野を持ち、病院として機能を維持し役割

を果たしていました。しかし、今後、医療従事者や患者が減少する中、同じような

機能を持つ２病院がそれぞれの病院のことだけを考えていては、近い将来、２病院

とも経営が立ち行かなくなることは明白です。 

 また、この検討委員会での分析結果によると、安来市の人口は今後２０４５年に

向けて更に人口減少が続いていきます。その勢いは加速度的であり、２０３５年に

は総人口が３万人を切り、２０４５年には２万５千人を切る見込みとなっています。 

 安来市の医療需要の推計では、入院需要は２０２５年をピークに減少する見込み

で、在宅・介護需要は２０３５年がピークの見通しとなっています。更に、生産年

齢人口の減少により医療従事者の確保が難しくなっていくとともに、安来市などの

過疎地域では高齢者人口の減少により患者の確保も難しくなる見込みです。 

 今後も、安来市民のために「安心・安全な地域医療」を支えていくうえで、２病

院の果たすべき役割は更に大きくなるため、２病院が一体となって安来の地域医療

を支え、この難局を乗り越える必要があると考えます。 

 このため、あらためて２病院に求められる医療機関としての機能を見直し、機能

分化と連携についてお互いに話し合い、今後、持続可能な安来市全体の医療提供体

制を再度構築していく必要があると考えます。 

 具体的には、安来市全体として病床数を減らしつつ、必要な医療従事者の確保を

行い、将来的には２病院を１つの病院に統合し、もう一つは診療所に 「再編・統合」
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するしか方法はないと考えております。 

 「再編・統合」に向けては、様々な課題を解決しなければならず、すぐに実現で

きるとは考えておりません。しかし、新たな地域医療構想を見据え、３年後（２０

２８年）に「再編・統合」することを目標に双方が努力する、ということについて

少なくとも現時点で合意しておく必要があると考えています。 

 今、ここで合意をしておかなければ時間だけが過ぎてしまい、２病院とも更に疲

弊して共倒れとなり、恐らく安来市の地域医療は崩壊してしまうと考えております。 

 そのための準備段階として、地域医療連携推進法人を設立し、安来第一病院と安

来市立病院の連携を強化しながら、再編・統合に向けて実務的な課題解決の方法を

協議することも選択肢の一つと考えます。 

 地域医療連携推進法人化することにより、２病院の病床の融通や職員の異動等が

容易になります。 

 また、２病院とも耐震性の面から改築が必要な状態ですが、建築単価が高騰して

おり、全国の複数の病院が改築費用を工面できず、延期又は中止しているという報

道もあります。人口減少に伴い、将来的な入院需要も減る傾向にあるため、何れに

しても安来市全体の病床数は減らさざるを得ない状況にあり、今後、病院を新築・

改築することは、国・県・市の財政負担を考えると困難であると考えます。 

このため、比較的建築年数が若い建物が多く、交通アクセス、周辺人口等の条件

も比較した場合、安来第一病院の現有施設を統合後の病院として活用することを提

案いたします。 

再編・統合に向けて、安来第一病院では一般科・精神科ともに段階的に病床数を

減らします。同時に安来市立病院も段階的に縮小していきます。 

安来市立病院の減床分の入院患者様は、安来第一病院や市内の介護保険施設など

が受け皿として受け入れ、将来的には安来市立病院は診療所と介護医療院への転換

を図ることを提案します。 

 

（２）統合後の病院について 

 交通アクセス、周辺人口、病床数、建物の構造・建築年数などを総合的に判断し、

安来市街地に既に整備してある安来第一病院に安来市の基幹病院としての機能を集

約することを提案します。 

 ①安来市の基幹病院としての機能（案） 

  安来市民のために必要な救急医療（軽症・中等症）、外来医療、入院医療、精神

医療、人工透析、在宅・訪問診療、感染症医療、災害医療等を担う機能を想定 

  研修医の受け入れ及び専門医の育成ができる病院 
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  ②その他備えるべき機能について（案） 

   限りある医療資源を最適化・効率化しながら、「治し支える」医療機関を目指し、

医療・介護提供体制を構築していきます。 

   （ⅰ）増加する高齢者救急への対応 

      高齢者救急の受入体制を強化し、入院早期から必要なリハビリテーショ

ンを適切に提供し、早期に自宅等の生活の場に戻れるよう支援をします。 

      また、医療ＤＸの推進等により、在宅医療を提供する医療機関や高齢者

施設等との連携を強化し、かかりつけ医機能も果たしていきます。 

   （ⅱ）増加する在宅医療の需要への対応 

      医療機関や訪問看護ステーション等の連携により、地域で２４時間の提

供体制を構築し、オンライン診療の積極的な活用、介護等の連携を通じて、

提供体制を強化します。 

      また、外来医療についても、時間外対応等のかかりつけ医機能を果たし

ていきます。 

   （ⅲ）医療の質と医療従事者の確保 

      一定の症例や医師を集約して、医師の修練（育成）や医療従事者の働き

方改革を推進しながら、救急医療等を提供する体制の構築を目指します。 

   （ⅳ）地域における必要な医療提供の維持 

      医療従事者の不足に備え、医療ＤＸ、タスクシフト・シェア等の推進に

より、生産性の向上を図り、拠点となる医療機関からの医師の派遣や巡回

診療、ＩＣＴの活用を図るとともに、可能な限り診療所等への医師派遣等

も対応していきます。 

    ※かかりつけ医機能・・・身近な地域における日常的な診療、疾病の予防の 

ための措置その他の医療の提供を行う機能 

 

（３）統合後の診療所に関して 

 現在の安来市立病院の現有施設を活用し、外来、在宅医療、予防活動等に重点を

おき、主に安来市南部地域（広瀬町）を中心とした医療ニーズに対応することを提

案させて頂きます。 

 また、基本的には安来市立病院の減床分については、安来第一病院の既存病棟の

有効活用と、主に安来市内の介護保険事業所が受け皿となることで、十分賄えると

考えておりますが、広瀬地区に入院（療養）施設が無くなると、地域住民が困る等

のご意見があれば、現在の安来市立病院の現有施設の一部を活用し、療養病床を介

護医療院に転換することも可能と考えます。 
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 なお、上記（２）及び（３）の統合後の病院・診療所が担う機能、設備、規模等

については、地域住民や安来市医師会の意見を可能な限り取り入れることが必要と

考えており、２病院ともに柔軟に対応する必要があると思います。 

 併せて、不採算医療や、大学等からの医師派遣を含む外来診療等の役割分担（診

療科）等を含めた協議もしていく必要があります。 

 

（４）職員の雇用の維持について 

 統合・再編するにあたり、それぞれの病院の職員については、安来市と連携して

その雇用を維持していきます（経過措置を設けるなど）。 

 その後、職員の年齢構成を見ながら、新規職員の採用を行うと同時に、定年を迎

えられた職員の自然退職を実施することで、適正な人員配置となり、将来的に人件

費の適正化を図ります。 

 

２．２病院の病床数等について 

 （１）安来第一病院 

    人口減少等の外部環境の変化及び医療需要の変化により、将来的には病床数

を減らす必要があり、段階的にダウンサイジングしながら、現有施設を活用し、

入院の受入れを行います。 

 

 （２）安来市立病院 

    安来第一病院の受入可能数を見極めながら、段階的にダウンサイジングし、

最終的に診療所に移行します。 

    必要であれば、現有施設を活用し、療養病床を介護医療院に転換します。 
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  Ａ案 

   安来市立病院の病床を段階的に減らし、最終的に安来市立病院は診療所と、併

設する介護医療院に転換します。 

 

   （再編前） 

病院名 一般科 精神科 合計 

（現）安来第一病院 
一般 １３８床  計 

療養  ６０床  １９８床 

 

１６１床 

 

３５９床 

（現）安来市立病院 
一般 １０２床  計 

療養  ４６床  １４８床 
－ 

 

１４８床 

合計（安来市全体）          ３４６床 １６１床 ５０７床 

 

 

   （第一段階） 

病院名 一般科 精神科 合 計 

（現）安来第一病院 
一般 １３８床  計 

療養  ６０床  １９８床 

 

１４６床 

 

３４４床 

（現）安来市立病院 療養  ４６床 － ４６床 

合計（安来市全体）          ２４４床 １４６床 ３９０床 

 

 

   （最終段階） 

病院名 一般科 精神科 合計 

（現）安来第一病院 
一般 １３８床  計 

療養  ６０床  １９８床 
１４６床 ３４４床 

（現）安来市立病院 

 → 診療所へ 
－ － － 

（新）介護医療院 

（診療所併設） 
※便宜上一般科   ４６床 －  ４６床 

合計（安来市全体）          ２４４床 １４６床 ３９０床 

    ※病院名等は便宜上、現在の名称を使用しています。 

     この時点で（現）安来市立病院は診療所と介護医療院に転換します。 
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  Ｂ案 

   安来第一病院、安来市立病院の病床を段階的に減らし、最終的に安来市立病院

は診療所と、併設する介護医療院に転換します。 

 

   （再編前） 

病院名 一般科 精神科 合計 

（現）安来第一病院 
一般 １３８床  計 

療養  ６０床  １９８床 
１６１床 ３５９床 

（現）安来市立病院 
一般 １０２床  計 

療養  ４６床  １４８床 
－ １４８床 

合計（安来市全体）          ３４６床 １６１床 ５０７床 

 

 

   （第一段階） 

病院名 一般科 精神科 合 計 

（現）安来第一病院 
一般 １３８床  計 

療養  ４６床  １８４床 

 

１４６床 

 

３３０床 

（現）安来市立病院 療養  ４６床 － ４６床 

合計（安来市全体）          ２３０床 １４６床 ３７６床 

 

 

   （最終段階） 

病院名 一般科 精神科 合計 

（現）安来第一病院 
一般 １３８床  計 

療養  ４６床  １８４床 

 

１４６床 

 

３３０床 

（現）安来市立病院 

 → 診療所へ 
－ － － 

（新）介護医療院 

（診療所併設） 
          ４６床 －  ４６床 

合計（安来市全体）          ２３０床 １４６床 ３７６床 

    ※病院名等は便宜上、現在の名称を使用しています。 

     この時点で（現）安来市立病院は診療所と介護医療院に転換します。 
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３．２病院の経営形態について 

  ２病院が連携し安来市の医療提供体制を整えるため、施設設備及び医療従事者の

確保など効率の良い運営を行うには一体化が必須と考えます。 

  最終的には２病院を再編・統合するにあたり、準備期間として地域医療連携推進

法人を設立し、安来第一病院と安来市立病院の連携を強化するとともに、病床数の

適正化や医師派遣の調整及び診療科の見直しなどを行います。 

  将来的に２病院による安来市の医療提供体制を考えた場合、経営形態の見直しも

必要と思われますので、併せて提案します。 

 

  （設置主体及び運営主体の案） 

 
安来第一病院 

安来市立病院 

→ 診療所へ 
地域医療連携推進法人 

現状 昌林会 
安来市 

(地方公営企業法全部適用) 
― 

準備 

段階 
昌林会 

安来市 

(地方公営企業法全部適用) 
○ 

案１ 昌林会 
安来市が設置し昌林会

が運営（指定管理者） 
― 

案２ 

安来市立病院を地方独立行政法人化し、新病院を

設立し、安来第一病院を統合（買取）する 

・新病院は安来第一病院の現有施設を活用する 

・現在の安来市立病院は診療所化して、地方独立 

行政法人で運営する 

・介護医療院の併設も検討する 

― 

案３ 

安来市が安来第一病院を統合（買取）し、安来第一

病院の現有施設を活用し、安来市立病院とする 

・現在の安来市立病院は診療所化して、安来市が 

引き続き運営する 

・介護医療院の併設も検討する 

― 

 

 案２及び案３の安来第一病院を安来市（又は地方独立行政法人）が買い取る場合、

病院以外の介護保険施設及び障がい福祉サービスは、社会福祉法人せんだん会に統合

し、サービスの提供を継続します。 
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お わ り に 

 

   ２０４０年の医療提供体制に向けて、今まで以上に救急医療、へき地医療、新

興感染症、災害医療等に関して、公立及び公的病院（社会医療法人を含む）が果た

すべき役割が増していくこととなります。 

   その一方で日本医師会 松本吉郎会長の「昨今の急激な人件費の増加、食材料

費の高騰もあいまって、現在の医療機関の経営状況は非常に厳しく、地域医療が

崩壊しかねない」との発言にもあるように、地域の医療提供体制をどのように維

持していくか正念場を迎えています。 

   このような中、新たな地域医療構想の考え方が示され、「外来・在宅、介護との

連携、人材確保等も含めたあるべき医療提供体制の実現」が求められています。 

   また、新たな地域医療構想の方向性として 「連携・再編・集約化をイメージでき

る医療機関機能に着目した医療提供体制の構築」が検討の柱の一つとなっていま

す。 

   今までのように、２病院が別々に将来計画を立てるのではなく、安来市の地域

医療を永続的に支える（守る）ためには、２病院がこれまで以上に連携・協力して

この難局を乗り越える必要があります。 

   是非この提案についてご検討頂き、地域住民の安全・安心が保てるように、  

ご理解とご協力をお願いいたします。 
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安来第一病院の医療機能の現状と将来計画 

疾患対象等 現 状（2024 年度） 中期計画（2025 年度～2029 年度） 長期計画（2030 年度以降） 

が   ん 

がん検診（胃がん・肺がん・大腸がん・

乳がん） 

胃・大腸疾患の診断と治療 

肺がんの診断と治療 

乳がん等の診断と治療 

前立腺がんの診断と治療 

緩和ケア（外来・入院治療） 

疼痛緩和治療 

外来化学療法（化学療法ユニット） 

がん検診（子宮がん）、 

検診体制の充実 

化学療法 

胃がん、大腸がんなどの薬物療法 

在宅緩和ケアの強化、往診 

がんサロンなど患者支援の実施 

がん診療連携拠点病院に 

 準じる病院機能を整備 

 

脳 卒 中 

脳卒中急性期・回復期・慢性期の治療 

パーキンソン病等神経内科疾患の診断

と治療 

ＣＴ・ＭＲＩ検査、脳波診断 

神経難病の療養生活指導・短期入院機能 

神経難病の入院療養機能 

脳ドック認定施設 

急性期治療後の早期受入れ、 

リハビリ機能強化 

脳卒中急性期治療の実施 

 

rt‐PA 療法 

 

心血管疾患 

内科的治療 

心エコー検査、ﾎﾙﾀｰ心電図検査 

ＣＴ・ＭＲＩ検査 

心血管疾患リハビリテーション 

心不全に対する支援の充実 心臓ＣＴ 

心臓カテーテル検査 

ペースメーカーチェック 

糖 尿 病 

初期治療、安定期治療 

慢性合併症の予防、治療 

重症化予防 

血液透析の実施 

地域や職域と連携する機能 

糖尿病教室の実施 

糖尿病の急性期合併症治療（２４時間対

応） 

各専門職のチームによる療法を組み合

わせた教育入院 

糖尿病性腎症重症化予防プログラムの

実施 

地域、保険者との協力、連携 

治療と仕事の両立支援 

 

精 神 疾 患 

精神科疾患全般に対応 

精神科救急医療施設（措置、応急入院へ

の対応、３６５日２４時間の対応） 

身体合併症への対応 

地域移行の推進 

公認心理師によるカウンセリング 

医療観察制度（通院医療） 

ひきこもり支援（家族の会） 

アルコールミーティング、断酒会 

精神科デイケア、精神科訪問看護 

精神科救急基幹病院 

 

児童・思春期精神疾患、発達障害への対

応強化 

薬物依存、ギャンブル依存治療 

高次脳機能障害への対応強化 

身体合併症管理体制の強化 

精神科訪問看護２４時間体制 

触法精神障害者への対応 

災害派遣精神医療チーム（DPAT）の派遣 

 

認 知 症 

認知症疾患医療センター（地域型） 

認知症講演会の開催 

認知症に関する研修会の実施 

認知症患者様の身体合併症への対応 

認知症疾患医療センターの相談機能の

充実 

ピアサポート活動の推進 

認知症の基幹施設 

（外来・入院診療、予防、その他の活動） 

 

救 急 医 療 

救急告示病院 

一般科・精神科ともに３６５日 

２４時間の受け入れ体制 

鳥大病院等救急医の応援 

救急搬送の受入れ強化 

高齢者救急等機能を担う 

初期救急体制の強化 

（総合診療医等、医師確保） 

病棟の診療機能の強化 

地域包括医療病棟の開設 

救急搬送車輌、救急救命士の確保 

救急センターの設置 

災 害 医 療 

災害派遣精神医療チーム（DPAT） 

災害派遣（JRAT） 

 

災害派遣医師チーム（DMAT） 

災害派遣精神医療チーム（DPAT） 

災害派遣（JMAT、JRAT、DWAT、JDA-DAT

等） 

災害拠点病院に準じた機能 

災害協力病院 

感 染 症 

感染症全般に対する対応 

新興感染症（新型コロナウイルス感染

症）への対応 

 発熱外来・入院病床確保 

 後方支援、在宅療養者への医療、 

 施設等への人材派遣 

感染症全般に対する対応強化 

新興感染症発生時、医療機関や高齢者施

設等への DMAT 等の人材派遣 

ウイルス性肝炎への対応 

 

へき地医療 

地域医療拠点病院 へき地への訪問診療の実施 

遠隔医療による診療支援 

無医地区等での巡回診療 

 

周産期医療 
妊娠前、周産期の健康管理 

周産期のメンタルヘルスケア 

婦人科の開設 

妊婦健康診査の実施 

 

小 児 医 療 
一般小児医療 

初期小児救急医療 

  

在 宅 医 療 

在宅、施設への訪問診療 

在宅での看取り、緩和ケアへの対応 

介護保険施設等との連携 

開業医との連携  

在宅療養後方支援病院 

オンライン診療の実施 

災害時の対応計画 

プライマリケアの実施 

在宅医療連携機能を担う 
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疾患対象等 現 状（2024 年度） 中期計画（2025 年度～2029 年度） 長期計画（2030 年度以降） 

緩 和 ケ ア 

緩和ケア外来 

在宅往診 

緩和ケアチーム・入院受入れ 

緩和ケアチーム強化 

緩和ケア病棟（病床） 

 

難 病 対 策 
難病患者への対応  島根県難病医療協力病院 

 人工呼吸器患者様の受入れ 

人 工 透 析 

腎炎・腎尿路結石・前立腺肥大等の診断

と治療 

人工透析（夜間透析も含む）、腹膜灌流 

血液濾過透析療法（溶血性尿毒症症候群

等に対する） 

鳥大等急性期病院からの早期受入れ 

 

安来人工透析センターの設置 

 

医 療 機 器 

ＣＴ１６列 

ＭＲＩ １．５テスラ、 

マンモグラフィ（２Ｄ、３Ｄ） 

ＣＴ更新 

ＭＲＩ更新 

骨密度測定 

 骨粗鬆症の診断と治療 

 

リ ハ ビ リ 

テーション 

脳血管疾患等ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

運動器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

廃用症候群ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

心大血管疾患ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

発達障害児ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ機能 

精神科ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ機能 

心理判定・相談 

がんﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

呼吸器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

精神科におけるﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ体制の強化

（精神科作業療法の充実） 

リハビリテーション専門等機能を担う 

 

 

かかりつけ医 

支 援 機 能 

紹介患者の受入れから退院後までの対

応システム 

地域の医療従事者への研修機能 

在宅療養後方支援病院 

地域連携室の機能強化 

在宅医療支援センターの設置 

（かかりつけ医機能支援・後方支援） 

在宅療養後方支援病院機能の強化 

病床の共同利用 

設備の共同利用 

医薬品情報室の設備と情報提供システ

ム 

地域医療支援病院申請 

医 師 確 保 

対 策 

医師臨床研修指定病院（協力型）  医師臨床研修指定病院（基幹型） 

医師専門研修認定施設（専門医取得） 

（基幹施設、連携施設、特別連携施設） 

 

上記計画は、現状の安来第一病院の機能に「安来市の基幹病院」としての機能を付加した計画です。 

このため、今後変更となる場合もあります。 

 

 

２０２５年２月７日 



-  
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安来第一病院　総務課

差出人: 医法協_佐藤 <m-sato@ajhc.or.jp>
送信日時: 2025年1月21日火曜日 13:23
宛先: headoffice@ajhc.or.jp
件名: 病院経営に関する緊急要望書について
添付ファイル: 【確定】緊急要望_議員持参・記者会見用資料_20250120WAM差し替え.pptx; 【確定】緊

急要望_議員持参・記者会見用資料_20250120WAM差し替え_2アップ.pdf

日本医療法人協会 

 理事・支部長・地方組織責任者 各先生 

 

 

いつもお世話になっております。 

 

さて、標記の件につきまして、このたび、四病院団体協議会及び日本慢性期医療協会が 

現在多くの病院が深刻な経営危機に陥っていることから緊急要望を取りまとめました。 

 

理事・支部長、地方組織責任者の先生方におかれましては、与党（自民党・公明党） 

議員の方にお会いする際には同要望書をご提出いただきまして、病院経営の窮状を 

訴えていただき、要望内容実現に向けて、ご尽力いただくよう陳情活動のほど、 

よろしくお願い申し上げます。 

 

また、明日（1／22）には福岡厚生労働大臣へ要望、厚労省内にて記者会見を予定 

しております。 

 

以上お取り計らいのほど宜しくお願いいたします。 

 

∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ 

一般社団法人 日本医療法人協会 

           （事務局：佐藤） 

 個 人：m-sato@ajhc.or.jp 

 代 表：headoffice@ajhc.or.jp 

 Ｈ Ｐ：https://www.ajhc.or.jp/ 

 TEL:03-3234-2438 FAX:03-3234-2507 

∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ 
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国
消費税財源活用

市
町
村

市町村計画
（基金事業計画）

都
道
府
県

都道府県計画
(基金事業計画)

基金
※国と都道府県の

負担割合２／３、 １／３
（Ⅰ-2 については国10/10）

申
請

事業者等（医療機関、介護サービス事業所等）

交
付

交付

地域医療介護総合確保基金

交付
提出

交付
提出

申請

地域医療介護総合確保基金の対象事業

都道府県計画及び市町村計画（基金事業計画）

○ 基金に関する基本的事項
・公正かつ透明なプロセスの確保（関係者の意見を反映させる仕組みの整備）
・事業主体間の公平性など公正性・透明性の確保
・診療報酬・介護報酬等との役割分担

○ 都道府県計画及び市町村計画の基本的な記載事項
医療介護総合確保区域の設定※1 ／ 目標と計画期間（原則１年間） ／
事業の内容、費用の額等 ／ 事業の評価方法※2

※1 都道府県は、二次医療圏及び老人福祉圏域を念頭に置きつつ、地域の実情を
踏まえて設定。市町村は、日常生活圏域を念頭に設定。

※2 都道府県は、市町村の協力を得つつ、事業の事後評価等を実施
国は都道府県の事業を検証し、基金の配分等に活用

○ 都道府県は市町村計画の事業をとりまとめて、都道府県計画を作成

○ 団塊の世代が75歳以上となる2025年を展望すれば、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者の
確保・勤務環境の改善等、「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」が急務の課題。

○ このため、平成26年度から消費税増収分等を活用した財政支援制度（地域医療介護総合確保基金）を創設し、各都道府県
に設置。各都道府県は、都道府県計画を作成し、当該計画に基づき事業を実施。

令和６年度予算案：公費で1,553億円
（医療分 1,029億円、介護分 524億円）

Ⅰ-１ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業

Ⅰ-２ 地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業

Ⅱ 居宅等における医療の提供に関する事業

Ⅲ 介護施設等の整備に関する事業（地域密着型サービス等）

Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業

Ⅴ 介護従事者の確保に関する事業

Ⅵ 勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業

1
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地域医療介護総合確保基金（医療分）の対象事業①

急性期病床から回復期病床への転換等、地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携等について実効性のあるもの
とするため、医療機関が実施する施設・設備の整備に対する助成を行う。

（病床の機能分化・連携を推進するための基盤整備等の医療提供体制の改革に向けた施設及び設備等の整備）
・ 平成２８年度末までに策定された地域医療構想に基づいた病床機能の転換等の施設・設備整備に対する助成事業
・ ＩＣＴを活用した地域医療情報ネットワークの構築を行う事業

Ⅰ-1．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 （公費：200億円（国費：133億円））

Ⅱ．居宅等における医療の提供に関する事業 （Ⅳと合わせて公費：544億円（国費：363億円））

地域包括ケアシステムの構築を図るため、在宅医療の実施に係る拠点の整備や連携体制を確保するための支援等、
在宅における医療を提供する体制の整備に対する助成を行う。

（在宅医療の実施に係る拠点・支援体制の整備）
・ 在宅医療の実施に係る拠点の整備 ／・ 在宅医療に係る医療連携体制の運営支援 ／・ 在宅医療推進協議会の設置・運営 等

（在宅医療や訪問看護を担う人材の確保・養成に資する事業）
・ 在宅医療の従事者やかかりつけ医の育成 ／ ・ 訪問看護の促進、人材確保を図るための研修等の実施 等

（その他在宅医療の推進に資する事業）
・ 在宅歯科医療の実施に係る拠点・支援体制の整備／・ 在宅医療や終末期医療における衛生材料や医療用麻薬等の円滑供給の支援 等

地域医療構想の実現を図る観点から、地域医療構想調整会議等の意見を踏まえ、自主的に行われる病床減少を伴う
病床機能再編や、病床減少を伴う医療機関の統合等の取組に対する助成を行う。

（「単独医療機関」の取組に対する財政支援）
・ 病床数の減少を伴う病床機能再編を行う医療機関に対する支援

（「複数医療機関」の取組に対する財政支援）
・ 病床数の減少を伴う統合計画に参加する医療機関に対する支援
・ 統合に伴い廃止される医療機関の残債を承継する医療機関に対し発生する利子について支援

Ⅰ-2．地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業 （公費：142億円（国費：142億円））

2



地域医療介護総合確保基金（医療分）の対象事業②

Ⅵ．勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業 （公費：143億円（国費：95億円））

Ⅳ．医療従事者の確保に関する事業 （Ⅱと合わせて公費：544億円（国費：363億円））

医師等の偏在の解消、医療機関の勤務環境の改善、チーム医療の推進等の事業に助成することにより、医師、看護師等の
地域に必要な質の高い医療従事者の確保・養成を推進する。

（医師確保対策）
・ 地域医療支援センターの運営
・ 医科・歯科連携に資する人材養成のための研修の実施
・ 卒業後に地域医療に従事する意思を有する医学生に対する修学資金の貸与
・ 産科・救急・小児等の不足している診療科の医師確保支援
・ 女性医師や歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、歯科技工士の復職や再就業の支援 等

（看護職員等確保対策）
・ 新人看護職員・看護職員等の質の向上を図るための研修の実施
・ 看護職員が都道府県内に定着するための支援
・ 看護師等養成所の施設・設備整備、看護職員定着促進のための宿舎整備 等

（医療従事者の勤務環境改善対策）
・ 医療勤務環境改善支援センターの運営
・ 各医療機関の勤務環境改善や再就業促進の取組への支援
・ 電話による小児患者の相談体制や休日・夜間の小児救急医療体制の整備 等

医師の労働時間短縮を図るため、労働時間短縮のための計画を策定し、勤務環境改善の体制整備に取り組む医療機関に
対する助成を行う。

（労働時間短縮に向けた総合的な取組に対する財政支援）
・ 勤務間インターバルや連続勤務時間制限の適切な設定
・ 当直明けの勤務負担の緩和
・ 複数主治医制の導入
・ 女性医師等に対する短時間勤務等多様で柔軟な働き方を推進
・ タスク・シフティング、タスク・シェアリングの推進 等

3



【２.統合支援給付金支給事業】
統合（廃止病院あり）に伴い病床数を減少する場合のコスト等に充当するため、

統合計画に参加する医療機関（統合関係医療機関）全体で減少する病床１床当た
り、病床稼働率に応じた額を支給（配分は統合関係医療機関全体で調整）

※重点支援区域として指定された関係医療機関については一層手厚く支援
※統合関係医療機関の対象３区分の総病床数が10％以上減少する場合に対象

病床機能再編支援事業（地域医療介護総合確保基金 事業区分Ⅰ－２）

○中長期的な人口減少・高齢化の進行を見据えつつ、今般の新型コロナウイルス感染症への対応により顕在化した地域医療の
課題への対応を含め、地域の実情に応じた質の高い効率的な医療提供体制を構築する必要がある。

〇こうした中、地域医療構想の実現を図る観点から、地域医療構想調整会議等の意見を踏まえ、自主的に行われる病床減少を伴
う病床機能再編や、病床減少を伴う医療機関の統合等に取り組む際の財政支援*1を実施する。

○令和２年度に予算事業として措置された本事業について法改正を行い、新たに地域医療介護総合確保基金の中に位置付け、
引き続き事業を実施する。【補助スキーム：定額補助（国１０／１０）】

【１.単独支援給付金支給事業】
病床数の減少を伴う病床機能再編に関する計画を作成した医療機関（統合によ

り廃止する場合も含む）に対し、減少する病床1床当たり、病床稼働率に応じた額
を支給

※病床機能再編後の対象３区分*2の許可病床数が、平成30年度病床機能報告における
対象３区分として報告された稼働病床数の合計の90％以下となること

【３.債務整理支援給付金支給事業】
統合（廃止病院あり）に伴い病床数を減少する場合において、廃止される医

療機関の残債を統合後に残る医療機関に承継させる場合、当該引継債務に発生す
る利子について一定の上限を設けて統合後医療機関へ支給

※統合関係医療機関の対象３区分の総病床数の10％以上減少する場合に対象
※承継に伴い当該引継ぎ債務を金融機関等からの融資に借り換えた場合に限る

病床200床

「単独医療機関」「単独医療機関」の取組に対する財政支援

再編

減少する病床数
について支給

Ａ病院：200床

Ｂ病院：100床
廃止（廃業）

統合後のＡ総合病院
250床

純減した50床について支給
配分はＢ病院を含めた統合
関係医療機関全体で調整

*1 財政支援 ･･･使途に制約のない給付金を支給
*2 対象３区分･･･高度急性期機能、急性期機能、慢性期機能

病床150床

債務

金利金利

債務 承継承継
引き継いだ債務の
利子負担を軽減

総額
利子
総額

支給

廃止となる病院 統合後の病院

統合

計画
作成

統合関係医療機関

令和６年度予算案：地域医療介護総合確保基金（医療分）
公費1,029億円の内数（142億円）

計画
作成

「複数医療機関」「複数医療機関」の取組に対する財政支援
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勤務医の労働時間短縮の推進 （地域医療介護総合確保基金 事業区分Ⅵ）

１．補助の対象となる医療機関

地域医療において特別な役割があり、かつ過酷な勤務環境となって
いると都道府県知事が認める医療機関。

＜具体的要件（いずれかを満たす）＞
※診療報酬上の「地域医療体制確保加算」を取得している医療機関は補助対象外。

①救急用の自動車等による搬送件数が年間1000件以上2000件未満

②救急搬送件数が年間1000件未満のうち、
・夜間・休日・時間外入院件数が年間500件以上で地域医療に特別な
役割がある医療機関

・離島、へき地等で同一医療圏内に他に救急対応可能な医療機関が存
在しない等、特別な理由の存在する医療機関

③地域医療の確保に必要な医療機関であって、
・周産期医療、精神科救急等、公共性と不確実性が強く働く医療を提
供している医療機関

・脳卒中や心筋梗塞等の急性期医療を担う医療機関で、一定の実績を
有するなど、５疾病５事業で重要な医療を提供している医療機関

④在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関

３．補助対象経費
上記の総合的な取組に要する経費をパッケージとして補助。

４．補助基準額
最大使用病床数 × １３３千円
※20床未満の場合は20床として算定。

医師の労働時間短縮に向けた総合的な取組
医療機関において医師の労働時間短縮計画を策定し、勤務環

境改善の体制整備として次のような取組を総合的に実施

・勤務間インターバルや連続勤務時間制限の適切な設定
・当直明けの勤務負担の緩和
・複数主治医制の導入
・女性医師等に対する短時間勤務等多様で柔軟な働き方を推進
・タスク・シフティング、タスク・シェアリングの推進
・これらに類する医師の業務見直しによる労働時間短縮に向け
た取組

H

支
援

勤務医の労働時間短縮を図るため、労働時間短縮のための計画を策定し、勤務環境改善の体制整備に取り
組む医療機関に対する助成を行う。（医療機関が行う事業に対し都道府県が補助を実施）

勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業

２．交付の要件 ※Ｂ水準・連Ｂ水準相当（派遣先は労働時間を通算し以下の要件を満たせば可）

月の時間外・休日労働時間が80時間を超える医師を雇用（雇用予定
含む）している医療機関で、年間の時間外・休日労働時間が960時間
を超える36協定を締結している若しくは締結を予定していること。

令和６年度予算案：９５億円（公費１４３億円）
（令和５年度予算額：９５億円（公費１４３億円））

地域医療介護総合確保基金（医療分） 億円の内数



地域医療介護総合確保基金の事業区分Ⅰ－１と事業区分Ⅰ－２の活用の整理
○ 地域医療構想を推進するため、地域医療介護総合確保基金（区分Ⅰ－１：地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又

は設備の整備に関する事業）により財政支援（国：2/3、都道府県1/3）を行ってきている。
〇 令和２年度に予算事業として措置された「病床機能再編支援事業」を、令和３年度より消費税財源とするための法改正を

行い、新たに地域医療介護総合確保基金の中に全額国費（国：10/10）の事業（区分Ⅰ－２：地域医療構想の達成に向けた
病床の機能又は病床数の変更に関する事業）として位置付けた。

〇 両事業の組み合わせにより病床機能の再編や医療機関が統合を進める際の支援を強化するとともに、財政支援の死角を無
くし、地域医療構想の推進を加速化する。

複数医療機関の統合の活用事例

単独医療機関の病床機能再編の活用事例

ＣＤＥ①が活用可能

ＣＤＥ①②が活用可能 ＡＢ②が活用可能

病床の機能転換

Cの活用が可能

6

支援策

① 「単独医療機関」の取組に対する財政支援

病床数の減少を伴う病床機能再編をした医療機関に対し、減少する病床数に
応じた支援

② 「複数医療機関」の取組に対する財政支援

（ア） 統合に伴い病床数を減少する場合のコストに充当するための支援
※関係医療機関全体へ支給し、配分は関係医療機関間で調整
※重点支援区域として指定された関係医療機関については一層手厚く支援

（イ） 統合に伴って引き継がれる残債を、より長期の債務に借り換える際の
利払い費の支援

※①②ともに稼働病床の10%以上減少することが条件

地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業
（令和６年度予算案 全額国費142億円（事業区分Ⅰ－２））

Ａ 再編統合に伴い必要となる施設・設備整備費

Ｂ 再編統合と一体的に行う宿舎・院内保育所の施設整備費

Ｃ 急性期病床から回復期病床等への転換に要する建設費用

Ｄ 不要となる建物（病棟・病室等）・医療機器の処分（廃棄、解体又は売却）に
係る損失

Ｅ 早期退職制度の活用により上積みされた退職金の割増相当額

地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業
（令和６年度予算案 公費200億円（事業区分Ⅰ－１） ）

施設・設備の整備に係る費用が基本

Ａ病院：200床

Ｂ病院：100床
廃止（廃業）

統合後のＡ総合病院
250床

（稼働病床の１０％以上減少）

統合

病床200床

再編

病床150床

事業区分Ⅰ－１では対処ができない課題について対処
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追加資料① 

安来第一病院の考えについて（まとめ） 

 

１．再編・統合の必要性 

  人口減少、少子高齢化及び医療需要の変化により、患者数が減少してい

きます。それと同時に、生産労働人口の減少に伴い、医療従事者の確保が

困難となっていくことも分析結果によって改めて示されました。 

  更に、物価高騰や国の低医療費政策の影響により、病院経営はとても厳

しい状況となっており、先が見通せない状況です。 

  このような大変厳しい中、安来市には安来市立病院と安来第一病院があ

りますが、仮に、どちらか１病院でも経営が成り立たなくなれば、残りの

１病院では安来市全体の地域医療を支えきれず、今まで何とか２病院で維

持してきていた地域医療はあっという間に崩壊してしまいます。 

  このことは、何としても防がなければなりません。 

  今までは、両病院がそれぞれの立場や経営方針を優先的に考えて経営を

行っており、それでも何とか経営が出来ていました。しかし、外部環境・

内部環境の急激な変化によって、これまでのやり方では地域医療を守るこ

とができないという危機感から、今回、安来市が主導してこの委員会が設

置されたものと考えております。 

  またこの委員会では、安来市の医療提供体制の将来構想を策定し、病院

間で合意の上、松江圏域地域医療構想調整会議で将来構想を決定すること

となっており、非常に重要な役割を持っているものと認識しております。 

  そのような中で、これまでの分析結果を踏まえ、当院が出した方針とし

ては、安来市民にとって必要不可欠な医療を提供するために、２病院を１

病院と１診療所に「再編・統合」することが一番望ましいと考えておりま

す。 

  公立病院である安来市立病院と、公益性の高い医療を提供する私ども社

会医療法人が、お互いに手を携え協力していくしか、道は残されていませ

んし、何年も時間をかけている余裕はなく、まさに「待ったなし」の状態

ではないでしょうか。 
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  再編・統合によるメリットとしては、今後の人口減少・少子高齢化など

に対応するため、安来市の人口規模、医療需要、医療従事者の確保に見合

った形でのダウンサイジングが可能となります。 

  ダウンサイジングと同時に、医療機能の再編と集約化を行い、２病院で

重複する診療科の見直しや高額医療機器の効果的な配置が可能となりま

す。 

  大学病院等からの医師の派遣についても、効率化を図ることが可能と考

え、不採算と言われる救急医療の集約化や重複する外来の廃止等による人

件費削減など、経済的なメリットも生じます。 

  また、再編・統合に伴い、地域医療介護総合確保基金を活用した、国か

らの支援を受けることも可能と考えます。 

 

２．経営形態の見直し 

  再編・統合にあたり、２病院の経営形態の見直しも検討しました。 

  新興感染症・災害医療等の緊急時に、国や県等から直接指示を受け、迅

速に対応でき、また、その分様々な形での財政支援を受けやすいのは、公

立病院であります。残念ながら、社会医療法人については公的医療機関に

準じた医療機関という位置づけのため、公立病院と同じような支援を受け

ることが難しい面があります。 

  また、現在の国の考え方として、設備投資や病院の改築・新築費用は診

療報酬には含まれておらず、民間病院に対してもその部分は行政が負担す

べきものと説明を受けています。 

  従って、行政からの資金援助が受けやすくするため、安来市立病院が地

方独立行政法人化して、そこに安来第一病院を一緒にすれば、両方の医療

機関に支援が受けられるため、一番望ましいと考えております。 

  しかし、独立行政法人化すること、また、２病院の連携を強化するため

の地域医療連携推進法人化することのいずれも時間的余裕がありません。 

  このため、今回、安来第一病院を安来市が統合する提案をさせて頂いて

おります。 
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  なお、仮にそうなった場合には、安来第一病院を除く、介護保険事業及

び障がい福祉サービス事業は、昌林会で事業を継続するか、社会福祉法人

せんだん会に統合するなどして、住民サービスに影響が出ないようにいた

します。 

 

３．安来市の基幹病院としての機能 

  安来第一病院、安来市立病院ともに、耐震性の面から改築を検討すべき

状態ですが、物価及び人件費の増加等により建築コストが高騰しており、

以前にも増して財政負担が大きくなります。 

  そのような中で、安来第一病院の建物は比較的新しく、立地条件として

も、中心市街地にあるため周辺人口が多く、患者様及び他の高次医療機関

との交通アクセスも良い点で適しております。 

  特に、東館は２０１８年に建築し、９８床のうち８４床が個室のため、

療養環境にも優れています。 

  外来機能、入院機能、各種検査機器、人工透析、リハビリ、給食部門等

も新館・東館に集約していますので、ここを安来市の基幹病院の拠点とし

て活用し、安来市全体の地域医療を守ることが可能です。 

  今後は、ニーズがさらに高まるとされる、高齢者を中心とした救急医療

に迅速に対応できるよう、（仮称）安来地域救命救急センターの整備も計

画しています。 

 

４．安来市立病院経営強化プランについて 

  ２０２４年３月に策定された「安来市立病院経営強化プラン」について

は、その中に「今後関係機関等との検討の場を定期的に持ち、本プランに

反映すべき内容が生じた際には見直しを行うこととします。」とありま

す。 

  今回の検討委員会の内容によっては、「安来市立病院経営強化プラン」

の見直しをして頂きますよう、お願いします。 

 



追加資料②

（現状） 病院完結型（２病院＋２４診療所） （将来） 地域完結型（１病院＋２５診療所）

（安来地区） 診療所１７箇所

  一般 １３８床（回復期リハ含む） （安来市全体） 安来地区・広瀬地区・伯太地区

  療養  ６０床

  精神 １６１床

  合計 ３５９床

内科、外科、リウマチ科、神経内科、形成外科、   一般 １３８床（回復期リハ含む）

心療内科、精神科、皮膚科、リハビリテーション科、   療養  ４６床  ※一般病床について、7対1の急性期

呼吸器内科、循環器内科、小児科、泌尿器科、消化器内科、   精神 １４６床   一般又は地域包括医療病棟を予定

整形外科、内分泌・代謝・糖尿病内科、乳腺外科、   合計 ３３０床  ※精神科病床は将来的に減床予定

緩和ケア内科、腎臓内科 内科、外科、リウマチ科、神経内科、形成外科、

救急 救急告示病院、精神科救急病院 心療内科、精神科、皮膚科、リハビリテーション科、

透析 人工透析 呼吸器内科、循環器うち科、小児科、泌尿器科、消化器内科、

在宅 訪問診療、訪問看護（精神科を含む）、訪問リハ、看取り 整形外科、内分泌・代謝・糖尿病内科、乳腺外科、

予防・健診 予防接種、特定健診、事業所健診、各種健診 緩和ケア内科、腎臓内科、婦人科、放射線科、麻酔科

感染症 新型コロナウイルス感染症 耳鼻咽喉科、眼科

救急 救急告示病院、精神科救急病院、安来地域救急センター

（広瀬地区） 診療所３箇所 透析 人工透析

  一般 １０２床 訪問診療、訪問看護（精神科を含む）、訪問リハ、

  療養  ４６床 訪問栄養指導、看取り

  合計 １４８床 予防・健診 予防接種、特定健診、事業所健診、各種健診

内科、外科、放射線科、神経内科、形成外科、皮膚科、 感染症 新型コロナウイルス感染症

眼科、麻酔科、リハビリテーション科、呼吸器内科、 災害 災害協力病院

循環器内科、婦人科、小児科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、 外来 内科、総合内科

消化器内科、整形外科、総合内科、糖尿病・内分泌内科、 救急 救急告示診療所（有床診療所の場合）又は急病診療所

消化器外科、乳腺外科、腎臓内科 在宅 訪問診療、訪問看護、訪問リハ、訪問栄養指導、看取り

救急 救急告示病院 予防・健診 予防接種、特定健診、事業所健診、各種健診

透析 人工透析 へき地 巡回診療

在宅 訪問診療、訪問看護、訪問リハ、訪問栄養指導、看取り 感染症 新型コロナウイルス感染症

予防・健診 予防接種、特定健診、事業所健診、各種健診 ※必要に応じて介護医療院を併設
へき地 巡回診療

感染症 新型コロナウイルス感染症

災害 災害協力病院 ★診療所２４箇所

※赤字は２病院で重複している機能

（伯太地区） 診療所４箇所

安来市の医療提供体制についての将来構想（案）

安

来

第

一

病

院

病

院
（再編・統合）

入院

外来
安

来

市

立

病

院

運営主体：安来市

在宅

入院

外来
入院

外来

診

療

所
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新たな地域医療構想を踏まえた安来市立病院の将来像 

 

安来市立病院は、地域医療を守る使命を持つ自治体病院として、持続可能な経

営に向け、「安来市立病院経営強化プラン」をベースに、厚生労働省が示した「新

たな地域医療構想等に関する検討会」のとりまとめの内容も踏まえ、「高齢者救急、

地域急性期機能病院」と「在宅医療等連携機能病院」の機能を合せ持つ病院を目

指して見直しを行う。 

今後の安来市が目指すべき医療提供体制を市立病院として想定しながら、調整

を図り段階的に将来像に近づける。 

 

１．安来市立病院が担う医療機能の将来像 

◎安来市立病院は、中山間地域（安来市南部）を中心とした地域包括ケアシス

テムを構築し、地域の診療所、介護事業所等と連携した医療提供を担う。 

 

◎救急、へき地医療等の不採算医療については、自治体病院の使命として担い

続ける。（特に高齢者患者、一般の軽症・中等症患者を中心に対応する） 

 

◎医療ＤＸの活用強化と新たなプロジェクト等に対応していくことにより、救

急・医療・介護現場の切れ目ない情報共有や医療サービスの効率化・負担軽

減を実現する。 

 

（１）救急医療について 

　・引き続き、救急告示病院として救急医療を担い続ける。 

　　高齢者患者、一般の軽症・中等症患者を中心に対応する。 

・松江圏域の急性期拠点機能病院、鳥大病院等との連携を一層強化する。 

 

（２）外来医療について 

　・高齢者に多い様々な疾患に対応できるよう、内科、整形外科を中心に必要な

診療科を整理する。 

 

（３）入院医療について（病棟機能の見直しと病床数のダウンサイジング） 

　・急性期患者については、急性期拠点機能病院等との病院間連携（紹介、逆紹

介）により対応する。 

　・地域包括医療病棟と地域包括ケア病棟を入院機能の柱とし、増加する高齢者

患者に対し、早期の在宅復帰に向けた医療を包括的に提供する。（急性期を経

ys00465
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資料２
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過した患者への在宅復帰に向けた医療機能と在宅や施設から急性増悪の患

者を受け入れる機能） 

　・療養患者は、慢性期医療の役割を受け持つ病院との連携により対応する。（療

養患者の紹介） 

　・透析治療については、外来も含め将来的に市立病院以外の医療機関に機能を

一元化する。 

　・在宅での看取りを希望されないがん患者とその家族を身体的、精神的に支援

する緩和ケア病床の導入について検討する。 

 

（４）在宅医療について 

　・24 時間対応の訪問看護ステーションの体制を整える。 

　・看取りへ対応できる体制を整える。 

 

（５）予防、健診について 

　・引き続き予防接種、各種健診、人間ドックを提供し、必要な診療につなげ、

地域住民の健康維持、予防医療に貢献する。 

 

（６）へき地医療について 

　・地域医療拠点病院として無医地区への巡回診療を行う。 

・医療 MaaS、オンライン診療システム等を活用し、診療環境を整える。 

 

（７）新興感染症への対応について 

　・感染症拡大に備えた平時からの対応を行い、感染症拡大時には松江圏域や鳥

大病院と連携をとり、医療を提供する。 

 

（８）災害協力病院としての対応について 

　・島根県災害時医療救護実施要綱に基づく指定病院として機能を維持し、災

害発生時の医療提供を行う。 

 

（９）施設整備について 

・安来市立病院の目指す役割、機能を発揮するための施設整備を行い、施設老

朽化へ対応する。 

 

 

 



3 

２．安来第一病院にお願い（期待）する方向性 

◎旧安来市の市街地（安来市北部）を中心に医療提供を行っていただきたい。 

 

◎介護、福祉施設を持つ昌林会の強みを活かし、慢性期の医療提供を中心に、

安来市の慢性期患者（療養患者）の入院受け入れを担っていただきたい。 

 

◎安来市の外来、入院患者の透析治療を担っていただきたい。 

 

◎しまね医療情報ネットワーク（まめネット）、鳥取県医療情報ネットワーク（お

しどりネット）等の活用による患者の診療情報の共有化の推進を図っていた

だきたい。










